
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

笠間市ホームページモバイル版アドレス  

http://www.city.kasama.lg.jp/mobile/      ⑦ページ 
④ページ   「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 

   ⑨「第 3 回月見の会」を開催   

 今年もかがり火と約 500 個のキャンドル

をともして「月見の会」を開催します。 

 派手なイベントではありませんが、何も無

いことで普段見えない何かが見えてくるか

もしれません。ぜひこの機会に、違う角度か

ら笠間を見直してみませんか。 

日時 9 月 10 日（土）午後 5時 30 分～8 時

※今年は開始時間を早めました。夕暮れ時、

まちの風景が移り変わる様子も楽しんで

ください。 

場所 笠間つつじ公園（笠間市笠間 616-7）

※出入り口は、公園北側第 3 料金所からお願

いします。 

内容 ☆箏
こと

さらりん・アルパ・民謡・笠間

稲荷囃子
い な り ば や し

などの演奏 

   ☆飲食物（特製稲荷寿司・小豆の甘

味・地
じ

粉
ごな

うどん・お茶やジュース）

などの販売 

問 「月見の会」実行委員会 

  ℡ 080-1987-1146（フクダ） 

 ブログ：月を愛
め

でる 

  http://blog.livedoor.jp/wallandegg/

 

       ⑦「パブリック・コメント手続制度」の実施について         

 「パブリック・コメント手続制度」は、市の主要な施策や事業の立案を行う際に、素案を広く

公開し、意見や情報をできる限り反映させるという制度です。実施期間中は、ホームページ、市

役所本所・各支所、各公民館、各図書館で素案を閲覧できます。 

案件名 第二次笠間市行財政改革大綱（案） 

要旨 笠間市は、平成 18 年度から平成 22 年度の 5 年間を推進期間とした「笠間市行財政改革大

綱」に基づいた改革の取組みを終え、一定の成果をあげてきました。しかし、今までの行

政の取組みだけでは限界があることから、民間の優れた視点や発想を取り入れ、民間活力

を活かしながら市民満足度が向上するよう、限られた財源をより有効に活用する行政経営

への転換をより一層進めていかなければなりません。 

平成 23 年度から平成 28 年度の 6年間を推進期間とした「第二次笠間市行財政改革大綱」

（案）を策定し、引き続き行財政改革に取り組む必要があります。 

実施期間（意見提出期間） 8 月 25 日（木）～9 月 13 日（火） 

意見の提出方法 氏名・住所を明記し、直接または郵送、FAX、E メールで提出してください。 

        書式は任意です。 

問・提出先 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1 行政経営課（内線 557） 

      FAX 0296-78-0612 E メール info@city.kasama.lg.jp 

 市民農園「生き活き菜園 はなさか」では、

平成 23 年度の利用者を募集しています。秋

冬野菜の作付けの時期、素晴らしい眺めのは

なさかで、家族や仲間とふれあいながら、農

園ライフを楽しんでみませんか。  

施設内には、無料で使用できる農具のほか、

トイレや休憩施設、水道、駐車場、広場があ

ります。また、初心者でも安心して野菜づく

りができるように、専門の講師による講習会

（参加費無料）が毎週行われます。なお、農

園内の野菜づくりは無農薬栽培となります。 

募集期間 随時 

対象者 農業を営んでいない方 

使用料 年間 10,000 円（1 区画あたり） 

※年途中の場合は月割りとなります。 

使用期間 平成 24 年 3 月まで（契約更新可）

申込方法 所定の使用申請書およびアンケ

ートを農政課まで提出ください。

     申請書等は、市ホームページから

もダウンロードできます。 

※なお、申込みは先着順とします。 

申・問 農政課（内線 523・524） 

   ⑧有害鳥獣捕獲のお知らせ    

 農作物への被害を防止するため、有害鳥獣

捕獲を次のとおり実施します。 
期間 9 月 17 日(土)～10 月 16 日(日) 

実施時間 日の出～日没 
実施区域 笠間市内全域（実施する区域に 

は、当日広報車でお知らせします） 
捕獲鳥獣 イノシシ・カラス・ハクビシン・

タヌキ 
捕獲方法 銃器およびわなによる捕獲 
従事者 笠間市有害鳥獣捕獲隊 
問 環境保全課（内線 125） 
※わなが仕掛けてある周辺には、看板が設置

されています。 
 
 

注 意 
この周 辺 に  

イノシシを捕 まえるための  
        わな があります。  

笠 間 市 有 害 鳥 獣 捕 獲 隊 ・笠 間 市  
 

   ⑮洗濯機をご利用の皆さんへ   

指を大けがする事故に気をつけてください！ 

 洗濯・脱水槽が完全に止まる前に、洗濯物

を取り出そうとすると、衣類が指にからまり

大けが（時には指を切断）をします！ゆっく

りした回転でも危険です。 

洗濯・脱水槽が確実に停止してから洗濯物

を取り出してください。 

 

《こんなときは故障のおそれがあり危険です》 

①脱水途中にフタを開けても 15 秒以内に洗

濯・脱水槽が止まらないとき 

②フタロックを解除しても（脱水終了音が鳴

っても）、洗濯・脱水槽が止まらないとき 

 速やかにご購入の販売店もしくは、下記問 

合せ先までご相談ください。 

 ただし、機種によっては修理ができない場 

合もありますので、ご了承ください。 

問 一般社団法人日本電機工業会 会員会社 

  LG Electronics Japan 株式会社 

   ℡ 0120-813-023 

  三洋電機株式会社 ℡ 0276-61-9826 

  シャープ株式会社 ℡ 0120-078-178 

  東芝ホームアプライアンス株式会社 

   ℡ 0120-584-488 

  パナソニック株式会社 ℡ 0120-871-353 

  日立アプライアンス株式会社 

   ℡ 0120-3121-11 

  三菱電機株式会社 ℡ 0120-139-365 

 労働法を専門とする国家資格者である社

会保険労務士が、職場のトラブルや年金につ

いてご相談に応じます。 

 お気軽にお電話ください。 

日時 毎週木曜日（祝日を除く） 

   午前 10 時～午後 3時 

専用電話 029-228-2660 

問 茨城県社会保険労務士会  

℡ 029-226-3296 

 

  ⑰「国の教育ローン」のご案内   

 「国の教育ローン」は、高校、短大、大学、

専修学校、各種学校や外国の高校、大学等に

入学在学するお子さんをお持ちのご家庭を

対象とした公的な融資制度です。 

融資額 学生・生徒一人につき 300 万円以内

利率 年 2.85％（母子家庭は年 2.45％） 

   （平成 23 年 7 月 13 日現在） 
 

 東日本大震災により被害を受けた皆さん

に「災害特例措置」を実施しています。申込

みに関するご相談は、教育ローンコールセン

ターまでお問い合わせください。 

問 教育ローンコールセンター 

  （日本政策金融公庫） 

  ℡ 0575-008656（ナビダイヤル） 

※ナビダイヤルが利用できない場合 

℡ 03-5321-8656 

 
⑱市民農園「生き活き菜園 はなさか」

利用者を募集

⑯社労士会労働・年金相談センターの

お知らせ


